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● セミナーの受講申込みについて ●

①

②

株式会社Ｒ＆Ｄ支援センター

『法的責任・権利義務』 セミナー申込書

会社・大学

ＦＡＸ

お名前

　必要事項をご明記の上、弊社へFAXでお申

込み下さい。

弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしま

して受講券、請求書、会場の地図をお送りい

たします。

　セミナーお申込み後のキャンセルは基本的

にお受けしておりませんので、ご都合により出

席できなくなった場合は代理の方がご出席く

ださい。

     〒135-0016　東京都江東区東陽3-23-24　VORT東陽町ビル7階
TEL)  03‐5857‐4811  FAX)  03‐5857‐4812  URL)  https://www.rdsc.co.jp/

 NO. 240763

◆日時：2024年07月24日（水） 13:30～16:30

◆会場：自宅や職場など世界中どこでも受講可　

◆受講料 ： 1名につき49,500円（税込、資料付）　

お申込み･振込に関する詳細はＨＰをご覧下さい。
　　⇒　https://www.rdsc.co.jp/pages/entry

個人情報保護方針の詳細はＨＰをご覧下さい。
　　⇒　https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy□Eメール　　□ 郵送 会員登録（無料）　※案内方法を選択してください。複数選択可。

株式会社役員の法的責任・権利義務の基礎
および実務対応のポイント 【LIVE配信】

本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順
　１）Zoomを使用されたことがない方は、こちら（https://zoom.us/download#client_4meeting）からミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ブラウザ版でも受講可能です。
　２）セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。はじめかたについてはこちら（https://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf）をご覧ください。
　３）開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。セミナー開始10分前までにメールに記載されている視聴用URLよりご参加ください。
　・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

芝綜合法律事務所　弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士　牧野 和夫 氏

☆講師

法律に基づいて責任を負わされる法律の専門家でない株式会社役員の皆様、管理部門の関係者の皆様へポイントをわかりやすく解説します。（想像もつか
ない理由で不本意な責任を負わされない様に）また最近増えて来ている役員の恣意的会社利用不祥事の対応ポイントについてもご説明します。複数の株式
会社の社外役員を務めている講師が、上場を予定している企業の関係者、非上場企業の関係者にも有益な株式会社役員の法的責任・権利義務の基礎知
識を提供します。

☆プログラム

☆趣旨

はじめに
上場株式会社の役員責任を取り巻く環境の変化　１９９３年の商法改正によ
り、株主代表訴訟の民事訴訟提訴の印紙代は請求額にかかわらず１万３０
００円となって株主代表訴訟が急増。東電の１３兆円超の株主代表訴訟東
京地裁判決の脅威と上場企業及び役員の対応
１．会社法上の役員（代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役
、会計参与）の責任
　・委任契約　・株主代表訴訟の被告
　・解任時の残期間の報酬請求権（裁判例）
２．会社が設置する役員（執行役員、理事）の責任
　・「執行役員」は「執行役」との相違に注意
　・委任契約or雇用契約or混在型
　・雇用契約の場合任期に注意（５年以上の有期契約は正社員の権利が発生）
３．常勤と非常勤、社内と社外の違い
　・グループ内企業の役員の兼任の制限
　・役員の会社に対する免責方法
（３つの方法、３つのカテゴリー、年次報酬の６、４、２倍を上限）
４．原則・ビジネス判断ルール
　・善管注意義務違反の基準とは

複数の株式会社の社外役員を務めている講師が解説！

最近増えて来ている役員の恣意的会社利用不祥事の対応ポイントについても解説！

☆プログラム

（アパマン株主代表訴訟最高裁判決では善管注意義務違反を否定）
　・犯罪・違法行為（株主への利益供与、カルテル課徴金、不正融資など）は当
然に免責されない。
５．リスク対応についての責任
　・インサイダー規制
　・取締役が取締役会の事前承認を得ずに競業取引や利益相反 取引を行っ
た場合の責任
　・「特別背任罪」（会社法960条、961条）（会社に対して任務違背行為をした役
員など、または社債権者に対して任務違背行為をした代表社債権者・決議執
行者に成立する犯罪）
　・納税申告（外資系企業からのストックオプションの扱い）
　・自社の営業秘密が盗用された事による損害について、会社の価値を低下さ
せたことによる株主代表訴訟のリスク（米裁判例あり）
　・責任を負わされた役員事例（株主代表訴訟裁判例に中心によるを）
　・株式会社役員の恣意的利用不祥事への対応ポイント
６．リスク予防の措置
　・役員D&O保険への加入
　・役員の会社に対する免責方法
（３つの方法、３つのカテゴリー、年次報酬の６、４、２倍を上限）

セミナーお申込みＦＡＸ
０３－５８５７－４８１２

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

1名分料金で
　2人目無料

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

　　　・1名でお申込みされた場合、1名につき46,200円（税込）

　　　・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料（2名で49,500円（税込）


